
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年５月３日 ０６時００分ごろ 

発生場所 広島県廿日市
は つ かい ち

市地御前
じ ご ぜ ん

漁港東南東方沖 

 地御前港西防波堤灯台から真方位１０３°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.０′ 東経１３２°２０.８′） 

インシデントの概要 プレジャーボートめだか号は、航行中、船外機が停止して始動でき

なくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年５月１７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート めだか号、１.１トン 

 ２９０－２５８６１広島、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、出力３６.７８kＷ、昭和５９年９月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３ 

海象：波高 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 インシデントの経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人を乗せて航行中、船外

機が突然停止して始動できなくなり、運航不能となった。 

本船は、船長が１１８番通報で海上保安庁に救助を依頼し、来援し

た巡視艇にえい
．．

航されて帰港した。 

本船は、本インシデント後、機関整備業者の点検により、船外機の

ピストンが割損した状態であったことが判明した。 

船外機は、本インシデントの約１か月前に船長により整備が行われ

ていたが、整備内容が不明であった。 

分析 本船は、航行中、船外機のピストンが割損し、船外機が停止して始

動できなくなり、運航不能となったものと推定されるが、船長から情

報が得られなかったため、本インシデントの約１か月前に行われた船

長による整備内容が不明であり、船外機のピストンが割損に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、航行中、船外機のピストンが割損し、

船外機が停止して始動できなくなったことにより発生したものと推定

される。 

 


